
時
局
砲
上
ヘ
包
荷
台
切
の

λ
で
‘
十
材
担
兵
衛
の
ミ
男

で
あ
っ
た
。
鵠
時
中
の
石
票
臨
時
右
衛
門
信
基
の
門
に
入

っ
て
、
釘
・
患
を
笥
ふ
こ
と
六
年
、
安
政
七
年
開
流
民
-

mq
抱
詐
kg.
悔
や
受
け
、
文
久
ご
年
同
心
と
し
て
こ
十

依
を
挟
持
せ
ら
れ
、
七
尾
諮
測
白
方
・
軍
艦
所
警
回

或
h
u
綿
製
所
教
師
と
な
り
、
腹
務
の
後
は
石
川
服
地

理
認
に
勤
務
し
、
明
治
廿
七
年
事
年
五
十
九
で
夜
し

た
。
著
書
に
困
類
解
二
容
が
あ
る
。

カ
ハ
ヒ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ウ
河
合
藤
八
郎
加
州
一

向
一
授
の
首
魁
で
、
永
E
=
一
年
越
前
に
位
入
し
、
七

用
十
五
日
朝
食
氏
の
軍
と
賎
う
て
討
死
し
た
。

カ
ハ
ヒ
ト
ヲ
ハ
ル
河
合
虎
春
河
合
虎
春
の
名

は
、
天
正
四
年
八
周
廿
一
日
一
俊
首
領
泌
磐
で
下
問

刑
部
卿
法
限
に
宛
て
た
訴
朕
に
見
え
る
。
虎
春
売
買

久
の
子
と
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
時
代
が
稿
隔
離
す

る。
カ
ハ
ヒ
ナ
ホ
ハ
ル
河
合
軍
治
活
稿
係
次
。
慶

長
元
年
越
中
守
山
に
於
い
て
前
閃
利
長
に
召
出
さ

れ
、
小
々
将
と
し
て
旅
二
百
石
を
受
け
、
九
年
尖
兵

部
の
泊
知
四
百
石
を
嗣
ぎ
、
前
線
を
除
か
れ
、
大
坂

一
品
役
に
従
ひ
、
一
一
，
丸
東
南
塀
下
に
て
首
一
を
間
階
、
利

常
の
小
訟
隠
接
に
従
ひ
、
鹿
安
二
年
二
一
白
石
そ
加
へ
、

明
時
二
年
五
周
波
。

カ
ハ
ヒ
ノ
プ
ヒ
ザ
河
合
官
一
久
越
脅
賀
三
州
志

に
錬
れ
ば
、
も
と
掻
州
多
国
氏
の
族
に
出
で
、
越
前
朝

食
民
に
仕
へ
て
多
田
京
郎
政
晴
と
い
う
た
が
、
後
能

美
郡
河
合
村
に
来
往
し
て
河
合
藤
左
衛
門
と
殴
め
、

土
民
の
鑓
に
検
さ
れ
て
一
向
一
授
の
顕
領
と
な
り
‘

後
廷
に
石
川
郡
久
安
に
移
り
住
ん
だ
と
あ
る
。
大
来

院
寺
祉
殺
事
記
明
臨
四
年
正
用
十
八
日
の
僚
に
、
『
賀

州
一
向
宗
長
川
合
他
界
、
俄
死
。
』
と
見
え
、
俄
死
の

理
闘
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
宣
久
の
死
期
が
こ
れ
で

わ
か
る
。

ヵ，、

カ
ハ
ヒ
ヒ
ョ
ウ
プ
河
合
長
留
天
正
十
年
前
回
一
カ
ハ
ヒ
ヨ

y
z
号
ン
河
合
興
三
右
衛
門
鹿
島

利
家
に
召
出
さ
れ
‘
四
百
.htT領
し
.
隠
長
十
ご
年
部
上
代
邸
前
名
U

の
人
で
、
十
村
で
あ
っ
た
。
文
化
十

授
。
子
路
間
々
務
に
仕
へ
ろ
。
…
年
鮪
布
問
隠
と
協
力
し
、
江
州
よ
り
臓
工
・
官
招
き
、

カ
ハ
ヒ
フ
ウ
イ
ツ
河
合
風
遺
訓
北
部
伸
縮
、
或
は
務
よ
り
物
資
の
作
一
付
令
交
け
て
斯
業
の
波
艇
に

俳
人
。
ま
た
風
乙
に
作
る
。
見
風
の
子
、
見
山
町
の
刻
。
全
力
や
一
場
げ
た
が
、
事
訟
の
如
く
な
ら
ず
、
法
に
実

趨
稿
理
右
衛
門
。
平
和
一
一
年
三
月
什
一
日
齢
五
十
一
一
ゃ
.
日
号
て
私
財
仇
干
し
俄
設
に
茄
て
、
総
に
交
政
元
年
六

そ

以

て

残

し

た

。

月

役

儀

脅

指

除

か

れ

、

鰐

之

の

料

に

波

し

た

。

嗣

搬

カ
ハ
ヒ
プ
ン
リ
ュ
ウ
河
合
文
龍
総
は
臨
、
泊
↑
兵
衛
文
政
七
年
八
用
再
び
十
村
役
脅
命
ぜ
ら
れ
、
後

穂
卓
次
、
宗
は
季
邸
、
慨
は
文
能
。
突
は
初
A
H
揃
太
夫
。
一
御
技
持
人
と
な
り
、
路
湖
兵
衛
は
祖
父
の
志
や
・
受
け

寛
政
元
年
に
生
ま
れ
、
四
歳
に
し
て
陥
に
字
そ
織
り
、
一
て
‘
元
治
以
降
鮪
布
梁
や
巾
興
し
た
。

始
め
C
飢
捌
の
ご
手
荷
郵
い
た
と
い
ふ
。
一
一
一
州
良
民
一
カ
ハ
ヒ
ロ
ク
河
合
録
況
加
。
河
合
前
之
者
。

言
行
録
の
序
文
は
、
十
四
歳
の
時
作
っ
た
鈷
に
於
い
弘
化
三
年
間
流
月
に
初
め
て
、
四
年
四
月
に
功
を
終

て
推
賞
せ
ら
れ
て
阿
る
。
文
化
八
年
十
月
父
の
夜
後
へ
た
と
制
さ
れ
て
阿
る
。
加
賀
滞
の
践
制
に
就
い
て

幾
〈
も
な
〈
病
そ
渡
し
、
十
一
月
ご
十
一
一
一
践
で
波
し
訓
大
漏
ら
さ
ず
部
い
た
も
の
で
、
能
く
創
っ
た
好
資

た

。

料

で

あ

ろ

。

カ
ハ
ヒ
ヤ
マ
河
合
山
羽
咋
郷
土
制
作
・
下
洲
一
カ
ハ
プ
チ
イ
チ
ノ
タ
ヨ
ウ
川
縁
市
之
丞
奥
兵

A
H
の
部
務
北
方
に
在
る
山
。
高
さ
四
三
流
米
。
地
問
衡
の
子
。
限
安
三
年
御
射
手
と
な
り
、
放
郎
元
年
新

蹄
石
安
山
岩
0

・
知
百
三
十
.b外
弓
料
三
十
.bや
・
受
け
、
寛
文
七
年
弓

カ
ハ
ヒ
ヨ
シ
ハ
ル
河
合
夏
温
字
は
季
恭
、
税
一
料
ご
十
石
-P・
加
へ
、
元
一
般
九
年
波
し
た
。
子
孫
四
代

は
新
知
。
そ
の
教
授
の
腕
脅
臨
鳴
祉
と
い
う
た
o
初
一
宇
左
衛
門
久
降
、
亦
御
射
手
と
し
て
百
二
十
石
荷
受

め
障
や
・
梁
と
し
て
恕
庵
と
携
し
た
が
、
後
儒
士
と
な
一
け
た
が
、
安
永
九
年
間
門
脅
命
ぜ
ら
れ
、
設
年
間
門

っ
て
謡
榔
そ
方
助
と
い
ひ
、
加
賀
務
の
老
悶
村
井
長
十
巾
病
創
成
し
て
家
断
絶
し
た
o

遣
に
臣
事
し
た
。
そ
の
蒋
訟
に
三
州
・
民
民
言
行
鋒
ご
一
カ
ハ
ミ
ナ

εチ
ョ
ウ
・
河
南
町
金
持
の
鶴
町
名
o

ぬ
旬
、
カ
齢
制
民
鑑
コ
一
容
が
あ
る
。
山
民
地
の
子
に
脱
が
あ
一
十
一
一
珊
御
定
斜
に
載
せ
た
金
持
活
町
筋
町
湖
付
に
、

っ
た
。
誌
は
明
治
十
四
年
に
七
十
俄
様
で
あ
っ
た
と
一
『
驚
町
扮
八
閥
一
一
尺
川
市
町
、
ご
町
三
拾
コ
一
間
三
尺
片

い
ふ
0

.

一
町
』
と
あ
る
。
こ
の
川
市
町
は
後
に
片
町
に
鴎
し
、

カ
ハ
ヒ
ヨ
シ
モ
ト
河
合
佳
柄
泊
稽
左
隣
。
寛
一
そ
の
ほ
川
大
慌
に
近
い
方
で
あ
る
。
本
町
の
一
に
激

保
二
年
尖
惣
九
郎
氏
以
の
也
知
三
百
石
奇
襲
ぎ
、
純
一
へ
ら
れ
た
。

外
・
大
小
時
・
御
馬
廻
に
列
し
た
が
、
天
明
一
丸
年
十
一
一
カ
ハ
ム
ラ
ゴ
ウ
河
村
郷
河
北
部
に
踏
し
、
滞

月
不
屑
に
よ
っ
て
荒
ケ
山
減
刑
脅
命
ぜ
ら
れ
.
m
v一
周
一
政
時
代
で
は
、
坂
戸
・
越
巾
坂
・
刈
安
・
上
野
・
河
内
・

出
渡
し
た
。
子
宇
兵
衝
撃
早
も
同
刑
に
磁
せ
ら
れ
た
一
九
折
・
限
・
綴
・
供
利
伽
織
の
九
ヶ
村
荷
含
ん
だ
。

が
、
棒
鵬
騨
に
去
っ
た
時
召
謎
さ
れ
、
新
知
コ
一
百
石
カ
ハ
ム
ラ
シ
ゲ
マ
サ
河
村
重
政
逝
橋
三
左
衡

を

賜

は

っ

た

。

一

門

。

初

め

石

丸

氏

ゃ

.

日

し

、

陪

擬

侠

松

平

光

友

に

仕

ヘ

た
が
、
貞
享
元
年
掴
国
賓
留
守
の
輔

-aに
よ
り
て
犬

小
特
に
召
出
さ
れ
‘
六
百
石
を
領
し
、
貸
・
氷
中
本
姓

河
村
に
復
し
、
手
保
十
五
年
八
月
什
三
日
八
十
ご
践

者
以
て
裂
。
子
孫
桐
鰐
い
で
務
に
仕
へ
る
。

カ
ハ
ム
ラ
ナ
リ
ア
キ
河
村
成
昭
活
様
五
右
衛

門
。
越
前
府
中
に
於
い
て
前
間
利
家
に
仕
へ
、
一
た

び
浪
人
し
た
が
、
ま
た
利
長
に
麗
し
て
新
知
三
百
.
布
、

加
増
ご
百
石
を
受
け
、
御
持
筒
一
聞
に
任
じ
、
金
の
帯

取
衆
に
選
ば
れ
た
。
寛
永
十
四
年
八
月
夜
。
七
代
狐

五
郎
幼
少
で
荒
百
石
の
=
一

J

一
・
そ
襲
ぎ
、
鈴
桝
元
年

早
附
断
絶
し
た
。

会
ハ
ム
ラ
モ
ト
マ
ザ
河
村
元
正
泊
都
謝
布
術

門
。
槌
州
浪
人
で
、
大
坂
陣
に
十
六
歳
で
前
谷
守
ネ

の
帥
に
従
ひ
、
正
保
四
年
前
閃
利
治
に
召
出
さ
れ
て

二
百
一
丸
十
石
を
領
し
、
御
馬
廻
に
班
し
‘
寛
文
十
年

金
持
で
夜
、
七
十
五
議
。
子
探
制
鋭
い
で
滞
に
仕
へ

る。
カ
ハ
ヨ
ケ
ジ
ヨ
ウ
ゴ
ヤ
川
除
定
小
屋
陪
川
拠

防
の
作
事
小
屋
で
、
務
政
の
時
い
つ
も
建
て
置
い
た

か
ら
世
人
之
脅
定
小
屋
と
撰
し
た
。
そ
の
四
闘
は
土

塀
で
、
門
戸
や
・
設
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

カ
ハ
ヨ
ケ
マ
チ
川
除
町

4
サ
イ
ガ
ハ
カ
ハ
ヨ

ケ
マ
チ
隊
川
川
除
町
。
ア
サ
ノ
ガ
ハ
カ
ハ
ヨ
ケ
マ

チ
浅
野
川
川
除
町
。

カ
ハ
ラ
ダ
河
原
田
東
鏡
建
保
六
年
十
月
汁
七

日
に
能
稜
閥
大
震
庄
河
原

m.
叉
永
卒
元
年
の
文

書
に
大
屋
庄
商
保
河
原
聞
と
あ
る
か
ら
、
河
原
閉
が

岡
京
都
大
屋
庄
内
の
一
部
wm
た
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ

る
。
し
か
し
後
悦
河
原
閃
郷
は
あ
る
が
、
制
限
附
村

は
な
い
。

カ
ハ
ラ
ダ
ガ
ハ

輪
島
川
。

カ
ハ
ラ
ダ
ゴ
ウ

河
原
田
川

J
ワ
ジ
マ
ガ
ハ

河
原
田
郷

以
軍
一
部
に
毘
し
、

一
九
九


